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『人権教育及び人権啓発の推進に関する法律』
（地方公共団体の責務）
第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地
域の実情を踏まえ、人権教育及び啓発に関する施策を策定し、及び実施する責
務を有する。
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すべての市民が、人権問題を自らの問題として認識し、解決に向けて行動する社会をめざします。

すべての市民が、お互いの個性や価値観の違いや多様性を尊重し合い、年齢、性別、障がいの有無などにかかわ
らず能力を発揮できる社会をめざします。また、生活の中に人権を尊重する意識が根付く社会をめざします。

人口減少、少子高齢化が急激に進む中、地域社会や家庭のきずなを大切にし、市民、NPO、市民活動団体、企
業、行政などが人権問題の解決に向け有機的に連携できる社会を知恵を出し合い一緒になってつくります。
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